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①令和５年６月定例会付議予定議案 【企画財政部】

②関東地方知事会議・九都県市首脳会議本県提案（議題）の
募集について

【企画財政部】

庁　議　事　項



令和５年６月定例会付議予定議案

埼玉県知事記者会見 令和５年６月１２日 ①

招 集 日 令和５年６月１９日（月）

議 案 ６件
条例（５）、工事請負契約の締結（１）

報 告 ２８件
予算繰越報告（７）、専決処分報告（１）、
公社等の経営状況報告（２０）

【主な内容】

・ 埼玉県税条例の一部を改正する条例 など



埼玉県税条例の一部を改正する条例

埼玉県知事記者会見

条例の概要

令和５年６月１２日 ②

軽油引取税の改正について

目 的

現状・課題

改正による効果

・免税となった1年目は購入数量等が少量でも毎月報告が必要
＜軽油引取税＞

トラクターや掘削機など公道を走らない車両の軽油は、
免税を受けることが可能。この免税軽油の使用者のうち
農業者等について、軽油購入数量等の報告頻度を緩和する。

概 要
原油価格の高騰を受け、農業者等の税負担を軽減する

とともに、免税軽油を利用しやすい環境を整備する。

＜利用者にとって＞
• 免税による税負担の軽減

１ℓにつき ３２.１円の軽減
• 免税手続に必要な事務負担の軽減

毎月から年１回の報告に軽減

＜自動車税（環境性能割）＞
地方税法の一部改正に伴い、環境性能が高い自動車の普

及促進を図るため、税率の基となる燃費基準の達成度合い
を段階的に引き上げる。

現 行

区 分 報告頻度

免税１年目 毎 月

２年目以降 １年に一度

改 正 案

報告頻度

１年に一度

繁閑期がある農業者等にとって事務負担が重い

県内の免税軽油使用者 農業従事者の約２％
〇緩和の内容（購入数量が年間３キロリットル以下の場合）

・軽油価格 令和5年5月 141.2円/ℓ（令和3年5月比＋16.4円/ℓ ）



特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）に関する
交通ルール等の施行に伴う条例改正

埼玉県知事記者会見 令和５年６月１２日 ③

特定小型
原動機付自転車

一般
原動機付自転車

最高速度 20km/h 以下

特定小型
原動機付自転車

以外のもの

定格出力 0.6kW 以下

長さ 1.9m 以下

幅 0.6m 以下

原動機付自転車のうち、車体の大きさ等が
一定の基準に該当 ⇒ 特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車の交通方法等の新設（令和５年７月１日～）

概要 新たな交通方法等

名称 事務の種別 金額

講 習
手数料

特定小型原動機付自転車運転者講習
講習１時間につき
2,000円

特定の危険行為を過去３年以内に２回以上
繰り返した場合は、受講命令の対象

手数料条例の改正（講習手数料）
埼玉県公安委員会等が行う事務の手数料に関する条例

概要

バリアフリー条例の改正（信号機の基準）
埼玉県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例

概要

《改正前》歩行者及び遠隔操作型小型車又は

自転車

《改正後》歩行者及び遠隔操作型小型車又は

特定小型原動機付自転車及び自転車

重点整備地区の歩行者用青信号に従って通行する対象を追加

※ 国土交通省資料より

○ 運転には運転免許不要
（16歳未満の運転は禁止）

○ ヘルメット着用は努力義務
○ 車道通行が原則

（一定の要件のもと歩道通行可）

○ 交通反則通告制度及び
放置違反金制度の対象

○ 交通事故や違反等の危険行為を
繰り返す者には、講習の受講を
命ずることができる

新
設

※ 歩車分離式信号の一例※ 講習１回当たり３時間



関東地方知事会議・九都県市首脳会議
本県提案（議題）の募集について

埼玉県 庁議事項 令和5年６月1２日

関東地方知事会議 九都県市首脳会議

開催日 令和５年１０月２５日（水） 令和５年１０月３１日（火）

開催場所 長野県内（予定） 神奈川県内（予定）

会議概要
・ 年２回（春・秋）開催
・ 国の施策等に関する提案・要望事項を
中心に協議

・ 年２回（春・秋）開催
・ 各都県市の共通課題に対処するための
共同取組（取組を通じた要望は可）の提案
を中心に協議

構成員 関東甲信静１０都県の知事 首都圏の１都３県５政令市の知事、市長

会長・座長
（令和５年度）

（会長）阿部守一 長野県知事 （座長）黒岩祐治 神奈川県知事

本県から発信する国への提案・要望や共同取組について積極的な提案をお願いします。

7/18(火)
〆切

企画総務課


